
           

           

           

           

           投票立会人  

社 会 へ の  

は じ め の 一 歩 は  

登録の対象  

坂井市在住の選挙権を有する専門学校生や大学生等の若者 

※投票立会人を希望する場合は、送付した案内を確認の上、 

  別途、坂井市選挙管理委員会への応募が必要です。 

投票立会人とは 

【内容】 投票が公正に行われるように立会います。 

【時間】 投票日 ６時４０分～２１時ごろまで  期日前 ８時１５分～２０時１５分ごろまで 

【場所】 投票日 市内２０投票所  期日前 市内４期日前投票所 

【報酬(予定)】 投票日 １０，９００円  期日前 ９，６００円 

                        昼食・夕食付き（弁当） 

登録の解除 

本人の申し出/満３０歳で自動解除 【登録】ネットで１分 

【募集案内への登録】 

こちらに登録した方に 

国や地方選挙が行われるごとに 

投票立会人の募集案内 を 
電子メールor郵送で送付します。 

若い世代の投票立会人を 

ぜひお待ちしています！ 

２ ０ 歳 で も で き る ！  


